
公共施設等適正管理推進事業債
 （集約化・複合化施設整備事業）の活用事例

令和８年３月

埼玉県 企画財政部 市町村課 財政担当



団体名 事業内容 番号

川越市 老人福祉センターの集約化（H30) ①

川口市 公民館と保育所の複合化（H27～H29） ②

川口市
婦人会館・青少年会館・産業文化会館・労働会館の複合化
（H28～R元）

③

志木市 福祉センターの複合化（H28～H29) ④

小川町 町民会館・子育て支援施設と公民館の複合化（H29～H30） ⑤

上里町 保育園の集約化（H30） ⑥

日高市 公民館と出張所の複合化（R2～R３） ⑦

八潮市 新庁舎と保健センターの複合化（R2～R5） ⑧

羽生市 小学校の集約化（R5～R6） ⑨

活用事例一覧



西後楽会館
S54建築（1,763㎡）

再編前（延床面積2,781㎡）

集約化
東後楽会館

S45建築（1,018㎡）

再編後（延床面積1,665㎡）

老人福祉センターの集約化（川越市）

主な活用事例①

西後楽会館
（1,665㎡）

改修



公民館と保育所の複合化（川口市）

上青木西保育所
（575㎡）

上青木公民館
（2,614㎡）

上青木西保育所
(1,038㎡)

上青木公民館
(2,708㎡)

再編前（延床面積4,604㎡） 再編後（延床面積3,746㎡）

不登校等支援施設
（1,415㎡）

複合化

主な活用事例②



婦人会館･青少年会館･産業文化会館･労働会館の複合化（川口市）

生涯学習プラザ
＋

ワークファンルーム(※)

（1,830㎡）

婦人会館
S45建築（842㎡）

産業文化会館
S38建築（6,046㎡）

再編前（延床面積8,833㎡） 再編後（延床面積1,830㎡）

青少年会館
S53建築（1,171㎡）

労働会館
S42建築（774㎡）

複合化

主な活用事例③

※市内中小企業・中小企業団体・労働団体等が会議や研修等、様々な事業活動において 利用できる施設。



福祉センターの複合化（志木市）

福祉センター
S51建築（1,251㎡）

総合福祉センター
S59建築（5,920㎡）

再編前（延床面積7,171㎡）

機能移転

複合化
(増改築)

総合福祉センター
（6,184㎡）

再編後（延床面積6,184㎡）

主な活用事例④



町民会館・子育て支援施設と公民館の複合化（小川町）

中央公民館
S39建築
（905㎡）

町民会館ｺﾐｭﾆﾃｨ棟
S57建築（1727㎡）

図書館
H13建築（3071㎡）

町民会館ｺﾐｭﾆﾃｨ棟
S57建築（1727㎡）

＋中央公民館機能
（事務所、貸館・講座）

長寿命化・複合化（H30）

図書館
H13建築（3071㎡）

子育て総合ｾﾝﾀｰ
S62建築（868㎡）

＋中央公民館機能
（貸館・講座）

子育て支援ｾﾝﾀｰ
S62建築（649㎡）

長寿命化・複合化（H29）

再編前（延床面積6,352㎡） 再編後（延床面積5,666㎡）

機
能
移
転

主な活用事例⑤



保育園の集約化（上里町）

中央保育園
S48建築（458㎡）

再編前（延床面積1,055㎡）

集約化

長幡保育園
S53建築（597㎡）

空の杜保育園
（920㎡）

再編後（延床面積920㎡）

主な活用事例⑥



公民館と出張所の複合化（日高市）

公民館
S48建築（721㎡）

再編前（延床面積721㎡※）

複合化

出張所
S51建築（88㎡）

再編後（延床面積719㎡※）

主な活用事例⑦

出張所
(75㎡)

公民館
(719㎡)

※公共施設部分のみ



新庁舎と保健センターの複合化（八潮市）

再編前（延床面積2,165㎡）

複合化

再編後（延床面積1,493㎡※）

主な活用事例⑧

※保健センター部分のみ

保健センター
S55建築（2,165㎡）

新庁舎

保健センター
（1,493㎡）



小学校の集約化（羽生市）

羽生東小学校
（3,868㎡）

※井泉小学校跡地に建設

井泉小学校
（3,868㎡）

三田ヶ谷小学校
（2,660㎡）

再編前（延床面積8,535㎡） 再編後（延床面積3,868㎡）

村君小学校
（2,007㎡）

集約化

主な活用事例⑨



【参考】
令和８年２月１６日に実施した「埼玉県アセットマネジメント実践検討部会」では、
公共施設等適正管理推進事業債の事業メニューと
事業メニューごとの活用事例や事業イメージを説明しました。
当日の資料を掲載しますので、あわせて参考としてください。



地方債とは

① 地方債とは
地方公共団体が財政上必要とする資金を外部から調達することによっ
て負担する債務で、その履行が一会計年度を超えて行われるもの

② 地方債の機能
（ア）財政収入と支出の年度間調整
（イ）住民負担の世代間公平のための調整
（ウ）一般財源の補完
（エ）国の経済対策との調整

③ 地方債の対象経費
（ア）地方財政法第５条によるもの

（公共施設等建設、公営企業経費、災害復旧 等）
（イ）特別法等によるもの（公共施設等適正管理推進事業債（除却事業） 等）

参考：令和７年度埼玉県アセットマネジメント実践検討部会資料



地方債とは

地方債の元金及び利子償還金（＝公債費）の一定割合を普通交付税算定
における基準財政需要額に算入することで、将来世代の返済負担を軽減する。

一般単独事業債 充当率75%、交付税措置率なし

地方債
（75百万円）

充当残
（25百万円）

実質的な地方負担 １００％

2575

公共施設等適正管理推進事業債（集約化・複合化事業）
充当率９０%、交付税措置率５０％（※）
（※）事業メニューによって交付税措置率が異なりますのでご留意ください。

地方債
（９０百万円）

交付税措置
（４５百万円）

充当残
（１０百万円）

９０ １０

５０ ５０

実質的な地方負担 ５５％

参考：令和７年度埼玉県アセットマネジメント実践検討部会資料



公共施設等適正管理推進事業債について

参考：令和７年度埼玉県アセットマネジメント実践検討部会資料



公共施設等適正管理推進事業債について

参考：令和７年度埼玉県アセットマネジメント実践検討部会資料



公共施設等適正管理推進事業債の対象施設等について

参考：令和７年度埼玉県アセットマネジメント実践検討部会資料



1

8

地方債 公共施設等適正管理推進事業債（集約化・複合化事業）

何に使える？ 公共施設を統合する際に活用

活用事例

地方債
（1,401.2百万）

交付税措置
（700.6百万）

充当残
（155.8百
万）

10

50

90

対象事業 交付税措置率

集約化・複合化後に全体として延床面積が減少する事業
・「集約化事業」は、既存の同種の 公共施設を統合する事業
・「複合化事業」は、既存の異なる種類 の公共施設を統合する事業

50%

公民館、図書館
老人福祉センターの複合化
（深谷市）

充当率 90％

公民館
（2,258.64㎡）

老人福祉センター
（2,205.6㎡）

複合施設
（4,049.76㎡）

統合前（延床面積7,139.34
㎡）

（延床面積4,049.76㎡）

複合化
（増改築）

実質的な地方負担（856.4百万円）
出典：深谷市川本地区複合施設「ワモア川本」施設写真より（深谷市HP）

※事業費1,557百万

図書館
（469.5㎡）

建設事業
に充当

参考：令和７年度埼玉県アセットマネジメント実践検討部会資料



地方債（活用事例） 公共施設等適正管理推進事業債（集約化・複合化事業）

出典：「自治体施設・インフラの老朽化対策・防災対策のための地方債活用の手引き（全体版）」
令和7年12月総務省自治財政局 調整課・地方債課・財務調査課 消防庁 消防・救急課 

参考：令和７年度埼玉県アセットマネジメント実践検討部会資料



2

0

地方債 公共施設等適正管理推進事業債（集約化・複合化等に伴う除却事業）

何に使える？ 公共施設等の統合、機能統合、機能廃止による除却事業

活用事例

地方債
（49.5百万）

交付税措置（※1）
（24.75百万）

充当残
（5.5百万）

10

50

90

対象事業 交付税措置率

集約化複合化や機能統合等に伴い実施する施設の除却事業
・施設の整備及び複数施設の統合をする場合
・複数施設の機能統合をする場合、施設の機能廃止をする場合

50%
（※1）

公民館、図書館、
農業構造改善センター

の複合化に伴い、
農業構造改善センター
を除却するもの
（吉見町）

充当率 90％

農業構造改善センター
（551.07㎡）

公民館
（1,43７㎡）

複合施設
（2239.87㎡）

統合前（延床面積2710.29㎡） 統合後（延床面積2239.87㎡）

複合化

実質的な地方負担（16.25百万円）

※事業費５５．０百万

図書館
（722.22㎡）

New!

令和8年度から制度拡充
→公営住宅の解体も対象となる

留意事項

参考：令和７年度埼玉県アセットマネジメント実践検討部会資料



財政措置

地方債

財政措置は？ 地方交付税措置の算定について

充当率90％、元利償還金に対する交付税措置率50％（※）

地方交付税措置の算定

地方交付税措置の算定においては、除却に係る対象事業費から除却施設に係る土地価格相当分を控除
した額を算定対象事業費とし当該算定対象事業費の90％に相当する額に対する元利償還金を50％に相当
する額について、後年度、普通交付税の基準財政需要額に算入するものであること。
ただし、本事業債の集約化・複合化等に伴う除却事業に係る同意等額が、同事業に係る算定対象事業

費より小さい場合は、地方交付税措置の算定においては、当該同意等額に対する元利償還金の50％に相
当する額について、後年度、普通交付税の基準財政需要額に算入するものであること。

（※）

交付税措置
（450万円）

土地価格相当分
（1,000万円）

※起債対象事業費：2,000万円

算定対象事業費（1,000万円）

算定対象事業費の90％に相当する額

参考：令和７年度埼玉県アセットマネジメント実践検討部会資料



2

2

地方債 公共施設等適正管理推進事業債（長寿命化事業）

何に使える？ 建築物やインフラ施設を長寿命化する際に活用

活用事例

地方債
（5.9百万）

交付税措置
（2.95百万）

※50％の場合

充当残
（0.7百万）

10

30～50

90

対象事業 交付税措置率

公共用の建築物やインフラ施設を法定耐用年数を超えて使用するための改修事業 ３０～５０%
※財政力指数に応じて

図書館の改修

留意事項

＜事業期間＞

・令和８年度まで

＜要件等＞

・個別施設計画に位置付けられて

いること

充当率 90％

実質的な地方負担（3.65百万円）

70～50

※事業費6.6百万

外壁等の改修
長寿命化

図書館

法定耐用年数50年 使用目標年数65年

参考：令和７年度埼玉県アセットマネジメント実践検討部会資料



2

3

地方債 公共施設等適正管理推進事業債（転用事業）

何に使える？ 施設の転用事業

活用事例

地方債
（9.0百万）

交付税措置（50％の場合）
（4.5百万）

充当残
（1.0百万）

10

50

90

対象事業 交付税措置率

個別施設計画に位置付けられた施設の転用事業 ３０～５０%
※財政力指数に応じて

小学校を
地区交流センターへ転用

充当率 90％

転用

実質的な地方負担（5.5百万円）

※事業費10.0百万（例）

事業イメージ

留意事項

・転用前の施設が公用施設、
公営住宅、公営企業施設

であった場合も対象となる

小学校 地区交流センター

・ただし、転用後の施設が

これらである場合は対象外

参考：令和７年度埼玉県アセットマネジメント実践検討部会資料



2
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地方債 公共施設等適正管理推進事業債（立地適正化事業）

何に使える？ 施設の転用事業

事業例

地方債
（9.0百万）

交付税措置（50％の場合）

（4.5百万）
充当残

（1.0百万）

1090

対象事業 交付税措置率

３０～５０%
※財政力指数に応じて

充当率 90％

50

実質的な地方負担（5.5百万円）

※事業費10.0百万（例）

立地適正化計画に基づく事業であって、
国庫補助事業（※）を補完し、又は一体となって実施される地方単独事業
（※）立地適正化計画に定められた都市機能誘導区域内又は移住誘導区域内で
実施することが補助率嵩上げ等の要件とされている以下の国庫補助事業

事業イメージ

・公共施設をまちなかで
適切に配置する

【補完】
国庫補助事業に伴って実施する

継ぎ足し単独事業

【一体】

国庫補助事業の一部要件
（事業規模等）を満たさない事業
（都市構造再編集中支援事業の要件を一部満たさない事業、
都市・地域交通戦略推進事業の要件を一部満たさない事業）

参考：令和７年度埼玉県アセットマネジメント実践検討部会資料



2
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地方債 公共施設等適正管理推進事業債（ユニバーサルデザイン化事業）

何に使える？ バリアフリー改修事業、ユニバーサルデザイン化のための改修事業

地方債
（9.0百万）

交付税措置（50％の場合）

（4.5百万）
充当残

（1.0百万）

10

50

90

対象事業 交付税措置率

①又は②に該当する事業
① バリアフリー法に基づく公共施設等のバリアフリー改修事業
ⅰ）移動等円滑化基本構想に基づく事業
ⅱ）移動等円滑化基準に適合させるための改修事業
② ①以外の公共施設等のユニバーサルデザイン化のための改修事業

３０～５０%
※財政力指数に応じて

充当率 90％

50

実質的な地方負担（5.5百万円）※事業費10.0百万（例）

留意事項

・ユニバーサルデザイン化の推進方針等を

記載した公共施設等総合管理計画に
基づく事業であること

・①ⅱ）及び②については、

個別施設計画又は

ユニバーサルデザイン化を
推進するために策定する計画
に位置付けられている事業であること

事業イメージ

デジタルサイネージの整備
事業費：数十万～数百万円（1台）

多目的トイレの整備
事業費：400万円程度

出入口の段差解消
事業費：30万円程度

参考：令和７年度埼玉県アセットマネジメント実践検討部会資料



2

6

地方債 公共施設等適正管理推進事業債（除却事業）

何に使える？ 建築物等の除却事業

活用事例

地方債
（4.5百万）

充当残
（0.5百万）

1090

対象事業 交付税措置率

公共施設、公用施設その他の建築物、その他の工作物の除却 なし

公民館の除却
（総務省資料の事業
例）

留意事項

・地方財政法第33条5の８
に規定する公共施設等の除却事業が対象

・総合管理計画に位置付けられていること

・解体撤去に要する経費の他、原状回復
に要する経費も対象に含まれる。

充当率 90％

実質的な地方負担（5百万円：交付税措置なし）

※事業イメー
ジ

※事業費５百万

除却

公民館 更地

参考：令和７年度埼玉県アセットマネジメント実践検討部会資料



集約化・複合化等に伴う除却事業について（R７拡充）

参考：令和７年度埼玉県アセットマネジメント実践検討部会資料



集約化・複合化等に伴う除却事業について（R７拡充）

出典：総務省「公共施設等適正管理推進事業債」

参考：令和７年度埼玉県アセットマネジメント実践検討部会資料



集約化・複合化等に伴う除却事業について（R７拡充）

出典：総務省「公共施設等適正管理推進事業債」

参考：令和７年度埼玉県アセットマネジメント実践検討部会資料



集約化・複合化等に伴う除却事業について（R７拡充）

出典：総務省「公共施設等適正管理推進事業債」

参考：令和７年度埼玉県アセットマネジメント実践検討部会資料



集約化・複合化等に伴う除却事業について（R８拡充）

出典：R7全国都道府県財政課長・市町村担当課長合同会議
「財務調査課関係資料」2公共施設等適正管理推進事業債について

参考：令和７年度埼玉県アセットマネジメント実践検討部会資料



集約化・複合化等に伴う除却事業について（R８拡充）

出典：R7全国都道府県財政課長・市町村担当課長合同会議
「財務調査課関係資料」2公共施設等適正管理推進事業債について

参考：令和７年度埼玉県アセットマネジメント実践検討部会資料



集約化・複合化等に伴う除却事業について（まとめ）

・集約・複合化や機能統合、機能廃止に伴う除却事業が対象

・公共施設等総合管理計画に集約化・複合化等の方針が記載されているものが対象

・個別施設計画に集約化・複合化等に伴う除却の実施内容等（※）が記載されているものが対象
（※集約化・複合化等に係る対象施設、実施時期並びに内容及び除却に係る対象施設等）

・国庫補助や他の地方債を活用した集約化・複合化事業に伴って実施する除却事業も対象（※）
（※「集約化・複合化等に伴う除却事業」の要件を満たすものに限る）

・令和6年度以前に集約化・複合化等を実施した場合、5年超経過しているものも対象

・令和8年度から公営住宅の解体も対象となる（※）

（※令和8年1月23日開催全国都道府県財政課長・市町村担当課長合同会議にて公表されたもの）

対象経費 主な要件等

参考：令和７年度埼玉県アセットマネジメント実践検討部会資料



集約化・複合化等に伴う除却事業について（まとめ）

・庁舎等の公用施設や公営住宅（※）、公営企業施設等は対象外（※令和8年度から公営住宅も対象）

・施設の除却に係る経費が、地方財政法第５条５号の建設事業費に該当する場合は対象外
（※公共施設等適正管理推進事業債の他の事業メニューや他の各事業債の対象となり得る）

・移転建替え（同じ機能のものを別の場所に建替え）に伴う除却は対象外

・統合後の施設について、集約化・複合化等の前よりも延床面積（建築物）又は

維持管理経費等（非建築物）が増加する場合における統合前の施設の除却は対象外

・施設の一部を減築（延床面積の減少を伴う改築を行うもの）するものは対象外

・普通財産の除却は、原則対象外（※）
（※集約化・複合化等に伴って、公共施設を供用廃止し普通財産に変更したものについては、原則対象）

対象外経費 主な要件等

参考：令和７年度埼玉県アセットマネジメント実践検討部会資料
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